
第4回 臓器移植に係る普及啓発に関する作業班  

議事次第  

日時：平成22年2月19日（金）  

15：00～17：00  
場所：金融庁 904会議室  

1．開 会  

2．議 事  

（1）今後の検討課題とスケジュールについて  

（2）その他  

3．閉 会  

く配布資料〉  

資料1今後の検討課題について  

資料2 課題1（意思表示方法）についての論点整理（たたき台）  

資料3 今後の普及啓発スケジュール（案）  

参考資料 「臓器移植に関する世論調査」について  

（平成20年9月実施）   



今後の検討課題について  

臓器提供意思表示カードや、運転免許証・健康保険証等での意  

思表示方法（資料2）  

課題1  

［検討事項］  

1 運転免許証や保険証等における、臓器提供の意思をどのように表示し   

ていただくか。  

2 親族優先提供の意思表示について、パンフレット等の説明も含めどの   

ように取り扱うか。  

改正法の施行に向けた周知等（資料3）  課題2   

［検討事項］   

1 周知する内容、対象  

改正法の施行に伴う小児からの脳死下での臓器提供が始まること等も  

踏まえ、改正内容の周知や臓器移植に関する知識の啓発普及をどのよう  

に行っていくか。  

（内容） 改正法の内容（法改正の概要、7月施行分の制度の詳細）、そ  
の他臓器移植に関する事項のうち、重点をおくべき事項は何か。  

（対象者）効果的な普及啓発を行うためには、どのような対象に重点を  

おくか。  

2 周知のスケジュール及び周知媒体  

普及啓発に関する今後のスケジュールをどうするか。また、現行の啓  

発資料をどのように活用するか。他の媒体は活用できないか。  

匝亘可 意思登録シス・テムの今後の活用方策   

［検討事項］  

改正法の施行も踏まえ、意思登録システムの活用をどのように図  

っていくか。また、今後のシステム見直しをどのように考えるか。   



（現状の課題）15才未満の意思表示を登録する手段  

インターネットが接続出来ない環境にある方への対応  

登録情報の更新  

医療機関による登録情幸艮へのアクセス  

等  
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第3回臓器移植に係る普及啓発に関する作業班における主な意見  

1 親族優先提供の意思表示方法について  

「O」を付ける方式ではなく、できれば能動的に自筆で書いて頂く方式が望ま  

しい。   

自筆で「親族優先」と書いてもらうような能動的な仕組みとする方が良いので  

はないか。   

これ以上カード内に記載を増やすのではなく、説明書にしっかりと書いて、そ  

れを理解して頂く方が重要である。   

カードと説明書がセットで配られることを前提に考えれば、備考欄や自由記載  

欄があれば十分で、親族優先提供の意思表示欄を設けなくて良いのではないか。  

2 その他カードの様式について   

提供したい臓器に「O」を付ける方法を改め、提供したくない臓器を書く方式  

としてはどうか。   

提供したくない臓器と言った場合、臓器移植法上の臓器のみか、それ以外の臓  

器を含むのか明確ではなく現場で混乱しかねない。   

提供したくない臓器を書くのはオプトアウトの考え方であり、日本の法律とは  

合致しないように感じる。   

制度の内容を知ってもらうため、（社）日本臓器移植ネットワークのインターネ  

ットアドレスを掲載することは有効であると考える。（現在は、モバイル用のQ  

Rコードが掲載されている。）  

3 カードの配布方法について   

カードと説明書が常にセットで配布されていない状況についても、併せて考え  

ていく必要がある。  

基本的には、カードと説明書が一緒に配られるようにすべきである。  
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課題1（意思表示方法）についての論点整理（たたき台）  

※第3回作業班における御意見等を踏まえ、事務局として整理したもの  

1．意思表示方法に関する論点整理（現行の意思表示カード、健康保険証、   

運転免許証等に共通の論点）  

（1）親族優先提供の意思表示の取扱い  

「O」を付ける方式とすると、制度に関する十分な理解がないまま意思表示を  

行う方が増えるおそれがあるため、能動的に自筆で記載していただくための記載  

欄を設けることでよいか。   

・親族優先提供の意思表示ができる旨の案内、親族優先提供に関する留意事項は  

必要であるが、カードのスペースを考慮すると記載は難しいため、カード内には  

記載せず、パンフレットに記載していくことでよいか。  

（2）提供する臓器について   

・現行カードは、臓器移植法の対象臓器を印字し、提供したい臓器を○で囲む（又  

は提供したくない臓器に×をつける）方式である。これを提供したくない臓器を  

自筆記載する方式に変更した場合、法の対象でない臓器が記載される等により、  

現場で混乱が生じる可能性があることから、今後も同じ取扱いとしてはどうか。  

（3）家族署名欄の取扱い   

・臓器移植法が求める書面の有効性の要件ではないが、カードの存在及び本人の  

臓器提供に関する意思を家族に知ってもらえることから、家族署名欄は有用とさ  

れてきたが、今後はどうするか。   

・また、意思表示シールや健康保険証においては、スペースの関係から家族署名  

欄を省略した様式を用いているが、今後も同じような考え方でよいか。  

（4）臓器提供意思表示カードの配布方法等   

・親族優先提供の制度内容については、パンフレットに十分な説明を記載する必  

要があるが、配布に当たっても、カード単独ではなく、カードとパンフレットを  

併せて配布することを原則としていく必要があるのではないか。   

・臓器移植や意思表示に関する情報へのアクセスを容易とするため、カードに問  

い合わせ先等を記載する必要があるのではないか。   



2．臓器提供意思表示カード等の様式について（たたき台）  

（1）臓器提供意思表示カード（従来から一般に配布しているカード）の見直し  

厚生労働省と（社）日本臓器移植ネットワークが作成・配布している臓器提供意思   

表示カードについては、今般の改正法を踏まえ、以下のような見直しを検討しては   

どうか。あわせて、配布方法の改善等も検討してはどうか。   

①親族優先提供の意思表示について、自筆で記入できるような備考欄等を設ける   

②カードと併せて配布されるパンフレットにおいて、親族優先提供に関する留意  

事項を丁寧かつ分かりやすく記載する   

③カード記載者が必要な情報を得られるよう、問い合わせ先の周知等を図る  

（2）運転免許証や健康保険証等における標準的な記載事項  

（1）以外のカード等については、基本的に次の事項を盛り込む必要があるので   

はないか。  

但し、スペースに制約があることから、やむを得ず3）や4）を省略する場合   

には、意思表示シール・個人情報保護シールの台紙や同時に配布されるパンフレッ   

ト等を活用し、記載者が親族優先提供の意思表示等の必要な情報を容易に入手出来   

るようにする、ということでよいか。  

1）臓器提供に関する意思  

①脳死下での提供意思（提供する臓器の別を含む）  

②心停止下での提供意思（提供する臓器の別を含む）  

③臓器を提供しない意思  

2）本人の署名及び署名年月日  

3）備考欄  

4）記載上の注意及び臓器移植に関する問い合わせ先   



意思表示カード見直しのイメージ  

①「備考欄」及び「記載上の注意及び臓器移植に関する問い合わせ先」を加える「家族署名欄」を削除する。  

† 
《該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

提供したい臓器を○で囲んで下さい》  

1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓卜小腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓・眼球・その他（  

3．私は臓器を提供しません。  

〔備考欄：  

署名年月日：  年   月   日  

本人署名（自筆）：  

※ 記入に際しては、パンフレットをお読みください。   

臓器移植に関するお問い合わせ先：フリーダイアル 0120－78－1069  

1■   

このカートi⊥常（： 檎僧してください 

（社）日本臓器移植ネットワークhttp‥／／www，jotnw．or．jp  

②「備考欄」及び「記載上の注意及び臓器移植に関する問い合わせ先」を加える。  

※ 記入に際しては、パンフレットをお読みください  

《該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

提供したい臓器を○で囲んで下さい》  r  
1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓・眼球・その他（  ）  

3．私は臓器を提供しません。  

〔備考欄：  

署名年月日：  年   月   日  
本人署名（自筆）：  家族署名（自筆）：   

臓器移植に関するお問い合わせ先：フリーダイアル 0120－78－1069  

▼   

このか－トl▲常に  撫節してください  

（社）日本臓器移植ネットワーク  http：／／www．jotnw．or，jp Ei）  

③新規：「備考欄」及び「臓器移植に関する問い合わせ先」を加える。  

《該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

提供したい臓器を○で囲んで下さい》  †  
1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎臓・降職卜小腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移埴の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓1眼球・その他（  

3，私は臓器を提供しません。  

〔備考欄：  

署名年月日：  年   月   日  
本人署名（自筆）：  

家族署名（自筆）：   

臓器移植に関するお問い合わせ先：フリーダイアル 0120－78－1069  

▼   

このカート‡1常に lt僧してください 

（社）日本臓器移植ネットワークhttp：／／www．jotnw．or．jp   



パンフ レット：記載方法説明のイメージ  

（D 自分の意思に合う番号に○をしてください。  

脳死下及び心停止後に提供してもいいと思われている方は、1と2に○をしてください。  

② 臓器を提供したくないと思われている方は、3に○をしてください。  

③1か2、1と2に○をした方は、提供してもいい臓器に○をしてください。  

その他の欄には、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などをご記入い   

ただけます。  

④ 本人の署名及び署名年月日を記入してください。   

（可能であれば、この意思表示カードを持っていることを知っている家族が、そのことの確認  

の為に署名してください。）  

⑤ 親族への優先提供をお考えの方は、以下をお読みください。  

親族優先の意思表示については、（社）日本臓器移植ネットワークのホームページから   

の登録を推奨しております。  

ホームページhttp：／／www．」otnw．or．jp／ モバイルサイトhttp：／／www．jotnw．or．jp／m／  

○ 親族への優先提供が行われる場合  

Ⅰご本人（15歳以上の方）が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の  

意思表示を書面により表示している。   
Ⅱ 臓器提供の際、親族（配偶者※1、子ども※2、父母※2）が移植希望者登録をして  

いる。   

Ⅲ 医学的な条件（適合条件）を満たしている。  
※1婚姻届を届出している方に限ります。（事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当し  

ません。）  

※2 養子及び養父母については、民法上の特別養子縁組によるものに限ります。  

○ 親族への優先提供が行われる場合の留意事項   

Ⅰ 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への  

移植が行われます。   

Ⅱ 優先提供する親族の方を指定（名前を記載）した場合は、その方を含めた親族全体  

への優先提供意思として取り扱います。   

Ⅲ 「00さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった  

場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。   

Ⅳ 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行わ  

れません。  

上記について、ご理解された方で、優先提供の意思表示をされたい方は、備考欄に「親  

族優先」と自筆でご記入ください。  

なお、現在お持ちの臓器提供意思表示カード・シールなど備考欄がない場合は、カード  

内の空きスペースに「親族優先」の意思を記載することもできます。  

◎ 臓器移植に関するお問い合わせ先：（社）日本臓器移植ネットワーク   

（社）日本臓器移植ネットワークホームページからメールによる照会に対応しています。   

また、お電話・FAX等による照会にも対応しています。  

フリーダイヤル：0120－78－1069 TEL：03－3502－2071 FAX：03－3502－20了2  
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（参考1）  

3回 臓器移植に係る普及啓発に関する作業班資料より抜  

臓器提供意思表示カード・シール  

【臓器提供意思表示カード】  

≪該当する1．2．3．の番号を（⊃で囲んだ上で   

i是供したい臓器を○で匪lんで下さい》  

私は、脳死の判定に従し＼脳死後、移植の為に○で囲んだ月蔵器  
を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球・その他（）  

私は、心臓力て停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供  
します。  （×をつけた臓器は捷イ共しません）  

腎臓一月拳臓・眼球・その他（  ）  

3 私は、臓器を提供しません。  

署名年月日二  年  月  日  

本人署名（自筆）：  

家族署名（自筆）：】▼  

（可能であれば、この意思表示カードをもっていることを知っている家族が、そのことの確認の為に署名して下さしl。）  

【健康保険被保険者証】  

注揖’l川i，側トをで壬けようとするときには、この．i11をその都債保障直積欄間等の君口  
で潰してください。  

住所  

備考  

※ 以下の憫は周欄用日射に閲する怠思を義示する棚として使用できます。妃入する鳩舎  は、柁当する1～3の憺号を○で凧んた上で鳩偶したい腑ポを○で㈱んで下きい。  
1払は、駆けとの判㍑に従い、脳死沌、lも仙の捌こ○でl川んた岨祁を欄†八します。   

（×をつけた帖器lま‖川tしません。）  

心岨・仙川1槻・－l■†阻・膵胆・小咽いIl批Ⅸ・その他（   ）  

2 払は、心臓が付ILした叱托、剛／lの為に○で州んだ槻器を拙1！もします。   

（×をつけた規制は几IJtしません。）  

一事l㈱・岬槻川l掴・その他（   ）  

3 仏は、臓船をⅢ〃しません。  

《自卜■Jて名》  《●君名年月［l》   iF   月   Fl  

【臓器提供意思表示シール】  

私は、心臨が停止した死後、移植の為に○で囲んだ陳器  
を提供し弄す．  胃屍■膵・耶  

・その他（  ）  

招名）  （署名守月日） ／ ／   

私は、腺階賊引こ従い臨池、移橿の為に0で同んだ轟器 を凍供します。   私見■節・摘・服・糀・り嘔・鞭                   ・その他（  ）  



（参考2）  

3回 臓器移植に係る普及啓発に関する作業班資料より抜  

親族優先提供に対応する意思表示カードイメージ（案）  

（現行意思表示カー  ドの余  白に優先提供の意思   を表示）  
《該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

提供したい臓器を○で囲んで下さい》  

1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。   （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺一肝臓・腎臓・膵臓りjヽ腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓・眼球・その他（  

3．私は臓器を提供しません。  

署名年月日：  年   月   日  

本人署名（自筆）二  

家族署名（自筆）：  

（可能であれば、この意思兼示カードを持っていることを知っている零族が、そのことの確認の為に署名してください。）   

※ただし、パンフレット等に親族優先の注意事項を記載する。  

案②（現行意思表示カードの様式に、「余白に優先提供の意思を表示できる」旨の説  
明記載）   

《該当する1．2．3．の番号を○で囲んだ上で  

提供したい臓器を○で囲んで下さい》  

1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺一肝臓・腎臓・膵臓り小腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓・眼球－その他（  

3．私は臓器を提供しません。   

署名年月日：  年   月   日   

本人署名（自筆）：   

家族署名（自筆）：  
（可能であれば、この意思喪示カードを持っていることを知っている家族が、そのことの確認の為に■名してください。）  

注暮義雄供の暮恩■示に併せて、t撫への■■のt先攫供の暮恩を轟示することができ手す」脚明■に紀■されてい  
暮す「■暮優先株供が行われる鳩舎」をご覆＃の上．空■に「t簾■先」とご記入ください 

l 漣‥臓器提供の意思表示に併せで、親族への臓器の優先提供の意思を表示することi  
ができます。説明書に記載されています「親族優先提供が行われる場合」をご理解のi  
i上、空欄に「親族優先」とご記入ください。  ■  
」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿】  

案③（現行意思表示カードの様式に、  親族優先提供の意思を表示する欄を設ける）  
《該当する1  ．2．3．の番号を○で囲んだ上で提供したい臓器を○で囲んで下さい》  

1．私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器   

を提供します。   （×をつけた臓器は提供しません）  

心臓・肺・肝臓・腎臓・降職・′ト腸・眼球・その他（）  

2．私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供   

します。  （×をつけた臓器は提供しません）  

腎臓・膵臓・眼球・その他（  ）  

親族優先捷供意思配入欄・  
注一■書攫供のt月女帝に併せて、■撫への■■のt先攫欄の1モを嚢示することができます。戊明暮に  
Etされています「■■t先提供が行われる叫含」をご■蠣の上、●キに「■撫t先」とご記入ください「  

3．私は臓器を提供しません。   

署名年月日：  年   月   日  

本人署名（自筆）：   

家族署名（自筆）：  

＼
 
 

（可能であれば、この意思表示カードを持っていることを知っている家族が、そのことの確認の為に書名してください。）  

漂誓翳諾認諾荒潜蒜   
l   ⊥J■＿■．．l．【l．＿「★lコ▲止■店J■＿ ．l ＿＿層」己・1 1 ノ」L0．．．」 ■ ＿ 上 
i、枠内に「親族優先」とご記入ください。  
l         － － － ■■■ ● ■■l－■ － －■■■■● ■■－ 一一 －－－ －－ －■■■－－－－ －－ ●－ 一 一－－一一 － －－－－－ －－－－ －一 － －■■－－－ － － － － －－■■■一 －－一一一 一 － － －－ － ■ ■ ■－ － ■ ■ ■  

※ 注意事項は、記載のイメージとして掲載しています。  
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今後の普及啓発スケジュール（案）  

2月 … 3月 室 4月 … 5月  6月  7月 … 8月  9月 室10月 …11月…12月以降  

新
し
い
制
度
の
普
及
 
 

省
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
 
 

7
月
1
7
日
 
施
行
 
 

用する媒体  

・厚生労働省ホームページ  

・（社）日本臓器移植ネットワークホームページ  

・関係学会のホームページ（予定）  

■医療機関等への通知発出  

・担当者会議  

昔 及 啓 発  

普
及
啓
発
の
充
実
 
 

臓
器
移
植
普
及
推
進
月
間
 
 
 

活用する媒体  

一厚生労働省ホームページ  

・厚生労働省動画チャンネル（YouTube）  

・定期刊行物：厚生労働  

・（社）日本臓器移植ネットワークホームページ  

・ジャクラビジョン（自動車教習所設置）  

・既存ポスター用タックシール  



主な普及啓発資材  （第1回臓器移植に係る普及啓発に関する作業班資料抜粋）  

資料名  画像  内容   設置・配布場所  閲覧・入手方法  
（平均的な  自治体窓口、保  

年間配布数）  健所、郵便局、免  
許試験センター、  

入手   
員施設に設置   

コンビニエンスス  
トアに設置   

意思表示カード・  本人の意思表示   
○   ○   ○   ○   

した簡易なパンフレット   

1ニ了て■．一・－ 

店舗設置用カード・シー  

ルセロハン封入セット   

どの手記（年2～3号）  

VoI．11まで発行済  



資料名  
画像   内容   設置・配布場所  閲覧・入手方法  

（平均的な  

年間配布数）  
自治体窓口、保  資料請求によ  
健所、郵便局、免  
許試験センター、  

る入手   

コンビニ享ンスス  
トアに設置   

絵本リーフレット  
∴ 

小学生レベルを対象と  

■■■■－■■  した組み立て式パンフ  
○   ○   

（5，000部）  ㍊ － 
；圭j    レット  

ニュースレター  移植希．望登録者を対  

（13，000部）   象とした各臓暮ごとの  
○   ○   

移植の実績に関する  声 〔コ ● 亀、．．、、ふ塾  データをまとめたパン  

フレツト  

日本の移植事情  「日本の移植事情」と、  
解説暮  その内容に沿って解説  

○   

（500部）   ㌦ 鷺鐘  できる画像と解説書を  

セットにしたもの  

ポスター   
㌣′‡準  

】■ってま▼わ、1′  

正会鼻施設、店舗やイ  

（2万部）  
ベント会場などに掲示  

○  

▼㍍ノ▼  

∨ヤ 



参 考 資 料  

「臓器移植に関する世論調査」について  

Ⅰ∵調 ±査 補注 要   

調査時期：平成20年9月11日～ 9月21日（調査員による個別面接聴取）   

調査対象：全国20歳以上の者3，000人（有効回収数：1，770人，回収率：59．0％）   

過去実績：H18．11，H16．白，H14．7．H12．5，HlO．10   

Ⅱ 主 な 結 果  

1 臓器移植法について  

（1）臓器移埴に「関心がある」が恥高い。  

関心がある  関心がない  

（該当者数）   

今  回  調  査（l．770人）  

（平成18年11月調査）（1，727人）  

（平成16年8月調査）（2，125人）  

（平成14年7月調査）（2，100人）  

（2）脳死での臓器提供には，生前，本人の意思で書いた書面による意思   

表示と．その意思表示に対する家族の承諾の両方が必要なことを「知   

っていた」が81％と，前回からほぼ変わらず。  

知らなかった  知っていた  

（該当者数）   

今  回  調  査（1，770人）  

（平成18年11月調査）（1，727人）  

（平成16年8月調査）（2，125人）  

（平成14年7月調査）（2，100人〉  

（平成12年5月調査）（2，156人）  

（平成10年10月調査）（2，157人）  

－1－   



（3）本人の意思表示がある又は意思を確認できる場合の臓器提供につい   

て，「現在の法律のとおり」が52％。次いで「本人の書面による意思  

表示があれば家族の承諾がなくても認めるべき」が24％。  

本人の書面による  
臓器摩供の意思表  
示がなくても，他  
者の訂E言など何ら かの手段により臓  

器綬供の意思を確  
認でき．かつその  
意思に対する家族  
の承措があれば臓  
器樺供を矩めるべ  
き  

現在の法律のと  
おり，本人の百  
折による臓器提  
供の意思表示が  
あり．かつその  
昔思表示に対す  
る家族の承吉筈が  
あれば臓器提供  
を経めるべき   

本人の書面による  
臓器提供の意思表  
示があれば，その  
意思表示に対する  
家族の承汚がなく  
ても臓器提供を認  
めるべき  

本人の書面による  
臓措性供の蒼思表  
示がなくても，他  
者の；旺言など何ら  

かの手段により臓  
誤提供の意思を砥  
艶できれば．その  
意思に対する家族  
の承諾がなくても  
臓器佗供を認める  

本人の書面による  
臓器提供拒否の蕾  
思表示か，または  
他者の托吾など何  
らかの手段により  
臓器提供拒否の意  
思が確認できても  
家族の承諾があれ  
ば臓器提供を認め  
るペき  

べき  

（該当者致）  

歎（1，770人）  
ク、－ノ  

23 8  

3，L2．51＿0  

（4）本人の意思が確認できない場合の臓器提供について，「凛族の判断に   

委ねるべき」が54％，「現在の法律のとおり」が33％。  

現在の法律のとおり，臓器桂供を認めるか 家族の判断にかか  
臓器提供を認めるべ 否かは家族の判断に わらず臓器提供を  
きではない  委ねるべき  認めてよい  

（吉亥当者数）  

総  数（1，770人）  

（5）臓器提供者が移埴を受ける者について，「自由に指定できるようにす   

べきではない」が33％，「家族などに限った上で自由lこ指定できるよ   

うにすべき」力町  

臓器を提供する意思を 臓器を提供する意思を 臓器を提供する意思を  
表示する者が，移植を 表示する者が，移植を 表示する者が，移植を  
受ける者を自由に指定 受ける者を豪族などに 受ける者を自由に指定  
できるようにするべき 限った上で．自由に措定 できるようにするべき  

（該当者数）   

今  回  訴  査（1．770人）  

（平成18年11月調査）（1，727人）  

（平成】6年8月調査）（2，125人）  

（平成14年7月調査）  
（作11  

（2．100人）  

1．4  

（注1）平成14年7月調査では．「臓器の移植に関する法律における臓器移植においては．現在臓器移植を受ける  

患者を公平かつ適正に選択することとされておりますが．これについてどう思いますか。この中から1つ  

お答えください。」と即1いている。  

（江2）平成18年I1月調査圭では．「臓器を提供する意思を表示する者が．移植を受ける者を身近な者などに限った  

上で．自由に指定できるようにするべき」となっている。  

ー2－   



2 臓器提供意思表示カード・シール，医療保険の被保険者証について  

（1）臓器提供意思表示力瑚ヒ＝ま71％と，前  
＼   

回（66％）より増加。  

（一兵当筍】次）  

今   匡〉   調  1圧（1．770 人）  

（平成18年11月i巧普）（1．7ZT 人）  33 6  

（2）臓器提供意思表示カードなどを「持っていない」は92％と，前回か  

らほぼ変わらず。  

（I正数回答）  

l（〉  20  30  ・l0  50  60  70  t10  90  100  （1〉  

カ
ー
ド
な
ど
を
持
っ
て
い
る
 
 

（
複
数
回
答
）
 
 

旭ほ割腹伊．迂恩愛示カードを持っている  

賦与蛛僅抄もせ思来示シー′レ配貼っている  

粗ミ繰堤†Jt苫母数巧モ榊lのある正作ー呆険の  

1疫保険者折Eを拘っている  

■今 Ⅰ弓 調 査  （N＝】．770人．M．T．＝100．3ゝ）  

D平成18年11月洞二吐 （N三1，727人．札丁．＝100．2％）  

カードなどを持っている  持っていない   
†  

【参 考】  

り媒当音数）   

今  巨】 l閑  査（1．770人）  

（平成18年11月柵査）（l，727人〉  

0  10  2D  30  40  50  80  70  80  90 100（％）  

（3）カードなどを持っていない理由は．「入手方法がわからなかったか   

ら」（24％），「臓器移植に抵抗感があるから」（24％），「臓器移植につ   

いてよく知らないから」（19％）など。「カードなどのことを知らなか  

ったから」（16％）が前回（21％）より減少。  

（騨著雷電整†1与ヨ善思表示カードなどを 一事守っていない」と答えた者に．複数［司答）  

20  ユ0  40 く篤）  

几穐き精糖供意．号邑楽市モカード′上どの入手方手套が  

オフ力、らなカゝつ／こカゝら  

l故 老号 移 植lこ 事氏 抗 感 カiあ る 力ゝ ら  

几積雲告移種に一つし、て よ く 知 らなし、力ゝら  

脱着旨撮伊i菅ノぎ、表示カードなどのことを知ら  

なカ、つたカ＝・ら  

臓暑急性供意思表示カードなどの入手二方法が  
面t到だカ・ら  

家  族  が  反  対  す  る  カゝ  ら  

そ  の  †也  

稗  （こ  J上  し、  

Jつ  カ1  ら  な  し、  

ー3－   



3 臓器移植に対する意識について  

（1）自分が脳死と判定された場合，∫瑚＝副共した   

い」が44％。20歳代では58％に対して，70歳以上では31％と，「提  

供したくない」（41％）を下回る。   

†注†嬉し／こし、（′」、音十）43．5  

′一         ノー    ー  ー、  

よ造供したし、 どららかとし、えlゴ  どちらとも  

焼†托したし、  し、えなし、  土柱†共したく なし   

l  

（F亥当＝芦‾歎）   

今   1亘；  ：悶   ≡正（l．770 人）  

（平成1B年11月え周焚） （1．727 人）  

（平J改16年8月銅≡【空） （2．125 人）  

（平成14年7月調査） （2．100 人）  

く平成12年5月円周茨） く2．1；S6 人〉  

（平ーラ文10年三10月正村蕊） （Z．157 人）  

〔  ナ生  〕  

男  十生（ 8・15 人）  

女  †生（ 925 人）  

〔  年   齢  〕  

ZO   、   29  ‘故 〈 161人）  

30   －－   39   醸（ 288 人）  

40   、・  49   織（ 256 人）  

50   －一  59   職（ 316 人〉  

60  －－   69   織（ 389 人）  

70   機   以   上（ 360 人）  

O     10     20     二iO     40     50     60     70     80     90    100 （％〉   

（2）家族の誰かが脳死と判定され，その人が脳死での臓器提供の意思を   

書面によって表示していた場合，その意思を「尊重する」が82％。  

埠王圧しなし、く′小牒十）11．Z   

たぷん    塔蕊しなし、  

】ミ亭重しなし、  

蝉i温する   たぷん  
l講【証する  

（冨亥当音数）   

総  数（1，770 人）  

〔  †生  〕  

男  性（ 845 人）  

女  寸生（ 925 人）  

〔  年   齢  〕  

某社（ 161人）  

裁 く 288 人）  

哉（ 256人〉  

硬（ 316 人）  

云萩（ 389人）  

」二（ 360 人）  

20   ・‾－  29  

30    一一一    39  

40    一）  49  

50   ・■・一    59  

60    一一一    69  

70   歳   以  

－4－   



4 15歳未満の者の臓器提供について  

（1）15歳末抑lこすべきだ」   
が69％。若い世代ほど，その割合が高い。  

てまきなし、のはやむを絹・なし、  
（小・露卜）2l▼2  

‾できるJニうlこす・ぺきだ  

（′ト音十）69．0  

故老差移植が どちらかと  どちらとも  
できないの いえば臓貴誌 いえない  
はやむを寺専 】多種ができ  

どちらかと  鵬∈暑茅移植が  
し、えはⅦ鋸詣  できるよう  
移植ができ  に‾す‾一くきだ  

ない  ないのはや  」  わからない  るようにす  
／くきだ  

■－－■－－・■・・■■－・一一－  

（月亥当者数）  L  

今  ［司   椚   適≡（1．770 人）  

（平成18年11月御重）（1．727人）  

（平成16年8月調査）（2，125 人）  

〔  ■性  〕  

男  十生（ 845 ノし）  

女  性（ 925 人〉  

〔  年   齢  〕  

20   へ－  29   哉（ 161人）  

30  ・－一   39   毒吏（ 288人）  

40   －－  49   歳（ 256人）  

50  ・－   59   哉（ 316 人）  

60  ・－   69   毒賢 く 389 人）  

70   歳   以   上 く 360 人）  

0    10    20    30    40    50    60    70    80    90   100（％）  

（2）家族のうち15歳未満の人が脳死と判定され，その人が脳死での臓器   

提供の意思を表示していた場合，その意思を「尊重する」が70％。  

尊王Eする（′ト雷十）69．9  尊正しない（小雷十）19．4  

尊重する    たぷん  
尊重する  

jつからなし、  

＼   

たぷん   】拝重しない  
尊意しない   

（言亥当音数）   

放（1．770人）  

［  †生  〕  

男  性（ 845人）  

女  性（ 925人）  

〔  年  齢  〕  

20  ・－  29  歳（161人）  

30  ～  39   歳（ 288人）  

40  一－  49  歳（ Z56人）  

50   ～   59   歳（ 316 人）  

60   ～  69   歳（ 389人）  

70  歳  以   上く 360人）  

32．g  

－5－   



5 臓器移植に関する情報について  

（1）臓器移埴について，十分な情報が得られていると「思わない」が83％。  

そう思う（小計）12．3  そう思わない（／ト計）82．9  

（該当者数）   

今  回  調  査（1，770人）  

（平成18年11月調査）（1，727人）  

2．8  3．2ご3．8  

（平成16年8月調査）（2，125人）  

2＿4   4．2 3．8  

（2）臓器移植に関してほしい情報は，「移櫨医療の安全性など」（49％L   

「責用など」（46％），「実施状況」（40％）など。  

（複数回答〉  

O  10    20    30   ‘10    50    60    70（％）  

臓器移ヰ直の安全性など移植医療の情報  

臓器移植に要す る 費用 な ど の情報  

臓  器  移  植  の  実  施  状 ‡兄  

政府などが行っている臓器移植に対する支援な  
どの情報  

移植患者の選ばれ方などの臓器移植の†売れ  

臓器の子定供．移植ができ る施亙箕の情報  

臓 器 躍多 植 の 体 験 に つ い て の 情 報  

臓器移植についての相‡淡窓 口 の情報  

臓 器 提 供 の 意 思 の 表 示 方 法  

臓器移植のあっせん機関．学会やボランティア  
団体7ヒどの関係団体の情報  

そ  の  他  

特  に  な  い  

わ  か  ら  な  い  

－6－   




